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論 説 

給付付き税額控除制度の執行上の課題について 

 

 

税務大学校研究部国際支援室長 

栗 原 克 文  

 

◆SUMMARY◆ 

給付付き税額控除制度は、税制の仕組みの中に社会保障の機能を組み入れ、一定の場合に

は納税額の還付だけでなく給付まで行うものであり、諸外国でも導入されている。日本にお

いて本制度は、低所得者支援、子育て支援、就労支援、消費税の逆進性是正対応等の観点か

ら議論されているが、導入される場合には、いかに円滑かつ適正に執行していくかについて

の十分な検討が必要である。 

本稿は、アメリカ、イギリス、オランダ、韓国及びカナダにおける制度と執行状況を概観

し、それらから得られる執行上の課題と対応の方向性を整理したものであり、今後、給付付

き税額控除制度のあり方を議論していく際の参考となるものである。 

（税大ジャーナル編集部） 
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Ⅰ はじめに 

近年、若年層を中心に非正規雇用やワーキ

ングプアが増加し、格差拡大が社会問題化し

ている。格差問題に対して、税制は所得再分

配の機能を通じた是正機能を有しているが、

所得税に関して、最高税率の引下げを含む税

率の引下げや各種所得控除の拡充等、1987

年以降累次の減税により相当の負担軽減が図

られてきた結果、所得税による所得再分配機

能が低下してきている。近年において、年金

控除や配偶者特別控除の見直しなど税負担を

増加させる改正が行われているものの、所得

再分配機能の回復は十分なものに至っていな

い。 

こうした中、若年層を中心とした低所得者

支援、子育て支援、就労支援、消費税の逆進

性是正対応等の観点から給付付き税額控除制

度の導入の意義が議論されている(1)。政府・

与党の社会保障改革本部で決定された社会保

障と税の一体改革素案（2012 年 1 月 6 日）

では、消費税率の引上げに伴う逆進性の対策

として、2015 年度以降の番号制度の本格稼

働・定着後の実施を念頭に、関連する社会保

障制度の見直しや所得控除の抜本的な整理と

あわせ、総合合算制度や給付付き税額控除等、

再分配に関する総合的な施策を導入するとし、

それまでの暫定的措置、臨時的措置として簡

素な給付措置を実施するとされている。 

給付付き税額控除制度は、限界税率の高い

高所得者に減税効果がより大きくなる所得控

除から、低所得者に対してより手厚い税額控

除に、さらには控除される税額が納付すべき

税額を上回る者、あるいは税を納付していな

い課税最低限以下の所得の者に対しては現金

を給付する仕組みである。これは、財源を確

保する税制の仕組みの中に、給付という社会

保障の機能を組み入れるものといえる。また、

税額控除額が所得の増加に伴い増加する仕組
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みを組み入れることにより、勤労を奨励する

効果を持たせることも可能となる。 

給付付き税額控除制度はこうした利点を有

する一方、この制度が導入される場合、いか

に円滑かつ適正に執行していくかについて、

十分な検討が必要である。日本においては、

一旦納付された税額の一部または全部を納税

者に還付することは行っているものの、納税

義務のない者に対する給付は行っていない。

制度の信頼性確保のためにも不正受給は確実

に防止する必要があるが、日本の国税当局は

課税最低限以下の者の所得や世帯に関する情

報は有しておらず、関係機関が有する情報の

保有及び活用体制が課題となる。また、給付

を世帯単位とするか、資産性所得を含めた所

得による所得制限を設けるか、給付に資産要

件を付すかなどの給付付き税額控除制度の仕

組みにより、執行上の諸課題は異なってくる。 

給付付き税額控除制度には多様な仕組みが

あり、既に導入されている国における仕組み

も様々である。本稿では、日本で給付付き税

額控除制度が導入される場合に発生し得る執

行上の課題と対応について、諸外国の経験を

参考としつつ検討する(2)。第Ⅱ章では、アメ

リカ、イギリス、オランダ、韓国及びカナダ

における制度と執行状況を概観し、それから

得られる教訓を検討する。第Ⅲ章では、日本

で給付付き税額控除制度を導入する際の執行

上の論点について、不正受給の防止、世帯単

位の所得の把握、資産性所得の合算及び資産

要件、執行方式と情報共有のあり方、制度の

簡素性について検討する。 

 

Ⅱ 諸外国の制度と執行状況 

 

１ アメリカ 

アメリカにおいては、基礎控除等の所得控

除に加え、勤労所得税額控除（Earned 

Income Tax Credit: EITC）、児童税額控除

（Child Tax Credit: CTC）、家族扶養控除

（Child and Dependant Care Tax Credit: 

CDCTC）、Making Work Pay 税額控除(3)等

の税額控除がある。特に EITC は 1975 年に

導入され長い経験があるが、その執行につい

て は 議 会 や 会計検査院（ Government 

Accountability Office: GAO）等から問題点

が度々指摘され、内国歳入庁（ Internal 

Revenue Service: IRS）はその改善に努めて

きた。以下では EITC と CTC の仕組みを概

観し、執行上の問題点と IRS の対応状況から

得られる示唆を検討する。 

 

(1) 勤労所得税額控除（EITC） 

EITC は、低所得の勤労世帯の就労を促し

つつ所得再配分効果を高めることを目的とす

る税額控除制度であり、就労し所得があるこ

とが一つの要件になっており、これにより貧

困世帯の就労を促進する効果が期待されてい

る。子供のいる世帯の方が税額控除額が多い

が、単身者や夫婦のみの世帯も利用可能であ

る。EITC は、所得が増大すると税額控除額

も増大する段階と、所得増大につれて控除が

減少する段階があり、控除増大段階において

は働くほど控除額が増加することから貧困世

帯の就労を促す効果を有するとともに、控除

減少段階を設定し税額控除の対象を所得が一

定以下の世帯に限定することにより所得再分

配効果を持つ。 

IRS が公表した EITC の利用状況によると、

2008 年に約 2,400 万人の納税者が約 480 億

ドルの EITC を受け取り、最高の控除額は、

２人以上の子供を持つ家族で 4,824ドル、１

人の子供を持つ家族で 2,917ドル、子供なし

の家族で 438ドルであり、平均の EITC の額

は 2,000ドルである(4)。 

なお、連邦の EITC と並行して、現在約 20

州が低所得者層一般を対象にした州独自の

EITC を導入している。州の EITC の対象要

件は連邦に準じており、控除率や控除額を独

自の基準としている例が多い(5)。 



税大ジャーナル 18 2012. 3 

100 

(2) 児童税額控除（CTC） 

CTC は 1998 年に導入され、17歳未満の児

童１人当たり年間 1,000ドルの税額を控除す

るものである。納税者が扶養している同居の

実子、継子、養子、里子、兄弟姉妹、孫等の

適格児童がいる場合に受け取ることができる

税額控除である。所得制限があり、調整総所

得金額が夫婦合算申告で 110,000ドル、個別

申告で 55,000 ドルまでであれば満額を控除

できるが、それを超えると控除額が逓減する。

控除額が算出税額を上回るときには給付が行

われる。 

CTC は 2001 年の改革で控除が認められる

範囲が大幅に拡張され、税額控除も拡大され

たため、給付による低所得者への再分配機能

を併せもつようになった。 

 

(3) EITCの問題点 

IRS は、EITC の支給を確定申告後 8-10 日

以内に小切手の送付により行っており、過誤

支給・不正受給を防止するためには短時間の

うちに申請内容の確認を行う必要がある。

IRS は、雇用主や金融機関から、給与、利子、

配当等の申請者の所得情報を入手し、社会保

障番号を通じて、申請者の確定申告情報との

マッチングを行うとともに、家族情報のうち、

申請者と子供の親子関係等については、保健

福祉省のデータベースを通じて確認を行って

いる(6)。しかし、EITC については、不正受

給、制度の複雑性からくる申告誤り、低い利

用率等の問題点が議会や GAO 等から多く指

摘されている。 

(a) EITCノンコンプライアンス 

EITC に関する最大の問題点は不正受給

（EITCノンコンプライアンス）であり、IRS

はその内容について詳しく分析している(7)。

1999 年申告分の EITC ノンコンプライアン

スは、313億ドルの EITC 控除申請のうち、

85-99億ドル（全体の 27.0-31.7％）が適正な

控除額を超える請求であった。その内容とノ

ンコンプライアンスに占める割合は、以下の

とおりである。 

①子供の同居要件（暦年の半分以上の同居）

を欠くなど、扶養児童の適格要件の誤り：

24.9％ 

②所得の過少申告：21.4％ 

③1 人の子供を複数人で重複して控除：

17.2％ 

④申告状況の誤り（夫婦合算申告をすべきと

ころ夫婦個別に申告を行い別世帯として受

給等）：10.7％ 

2002-2004 年度及び 2005 年度にも IRS に

よる実態調査が行われており、同様のノンコ

ンプライアンス事例が示されている(8)。 

IRS は、個人所得税の調査の 43％において

EITC の調査を同時に行っている（2005 年）(9)。

EITC の申請に対する調査割合は 2.4％であ

り、議会は数年来、IRS に対して EITC調査

に適正な事務量を投下するよう要請してきた。

その結果、高所得者に対する調査率は、1997

年には 2.74％だったが、2006 年には 1.67％

と低下してきている(10)。また、自営業者は所

得の 11-19％しか申告していないという推計

があり、特に現金収入の除外が EITC の過大

請求につながっているという(11)。現金収入の

捕捉の困難性は、アメリカに特有の問題では

なく、各国の所得税調査において顕在化して

いるところであるが、現金収入の除外が

EITC の過大請求につながるというアメリカ

の状況は、給付付き税額控除の適正性のチェ

ックの困難性を示している。給付付き税額控

除制度においては適正性のチェックの対象件

数が大幅に増加するからである。 

扶養児童の適格要件の誤りが多いが、仮に

子供の同居要件を課すとしても、個々の家族

の状況は多様であり、制度設計に当たっては、

同居か否かを判断するための要件の明確性が

求められよう。 

EITC のノンコンプライアンスに対して、

ペナルティがほとんど科されていないことも、
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ノンコンプライアンスが減少しない一因との

指摘がある(12)。アメリカでは、不正申告の抑

制のために、EITC に関して、単純な故意又

は過失の場合には更正処分を受けてから 2 年

間、偽りその他不正な行為の場合には課税処

分を受けてから 10 年間はこの控除を受ける

ことができないが(13)、不正申告の十分な減少

には至っていない。 

GAOによると、受給者の50％が控除額100

ドル以下であり、コンプライアンスレベルに

関しては受給者の 79％が何らかの要件を満

たしていなかったという(14)。EITC のノンコ

ンプライアンスには、制度の複雑性等から生

じる単純な申請誤りと、受給要件を満たして

いないのに満たしたように申請する意図的な

不正受給とに分けられる。扶養児童の適格要

件誤りのうち少なくとも 28％は意図的に過

大受給を試みたものであり、残りの 72％が不

注意からくる単純な誤りとする分析があるが

(15)、両者を見分けるのは容易ではない。一例

として、恒久的同居が児童の適格性の要件で

ある場合に、子供が一年間のうち父親と 5.5

ヶ月同居、祖父と残りの期間同居し、生活費

はすべて父が支給している場合、祖父とは一

時的同居となるか恒久的同居となるかといっ

た例が示されているが、これらが意図的なも

のかどうかは判別不能である(16)。EITC ノン

コンプライアンスに対する IRS の取り組み

については後述する。 

日本で給付付き税額控除制度が導入される

場合、高所得者と低所得者に対する調査の割

合のバランスをどのように図っていくかが課

題となる。アメリカにおいて、EITC 調査へ

の適正な事務量の投下が要請され、EITC の

調査率が一般の調査率を上回っている状況を

みると、適正な執行には十分な体制が必要で

ある。その手当てがされないままに不正受給

を防止するために低所得者に対する調査を拡

充すれば、高所得者への調査が手薄になりか

ねない。税額控除制度のノンコンプライアン

スは所得税のノンコンプライアンスと密接に

関連しており、所得税のノンコンプライアン

スを含めた全体の中で対応を考えていくべき

であろう。 

(b) 制度の複雑性 

アメリカにおける高いノンコンプライアン

スの背景には、制度の複雑性の問題がある。

EITC と並んで、CTC は控除額の計算が非常

に複雑で、控除可能か控除不能かの境界が不

明確という問題点が指摘されている(17)。複数

の制度が並存し、それぞれの扶養児童の要件

が少しずつ異なることが、誤りが多くなる原

因となっている。 

制度の複雑性から、申告書の作成を代行業

者に依頼する者の割合が多い。EITC 申告の

71％（2003 年）は申告書作成業者によるも

のであり(18)、作成業者へ支払う手数料により

控除の恩恵が半減している。 

複雑性からくる誤りが多いために、修正申

告の割合が高い。EITC は子供のいない勤労

所得のある世帯にも一部適用になるが、適用

対象者の多くは子供と同居する世帯である。

EITC 適用対象者の「子供との同居」証明に

かかるコンプライアンスについて、IRS は

2005 年にサンプル調査を実施した。有償の申

告書作成業者に依頼した場合、無償の税務支

援プログラムを利用した場合、本人申告の場

合別の「修正申告」と「申告是認」の数値が

公表されている(19)［表 1］。 
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［表 1］申告書作成者別にみる EITCの「同居」要件をめぐる申告是認・否認の割合【サンプル調査】 

EITC 還付申告書の作成者 還付申告件数 修正申告 申告是認 

有償の申告書作成業者 7,860 2,400 5,460 

無償の税務支援プログラム 106 19 87 

本人申告 2,376 585 1,793 

計 10,344 3,004 7,340 

 

全体の約 3割が修正申告となっており、中

でも有償の申告書作成業者の修正申告の件数

が多いことが分かる。一方、無償の税務支援

プログラムの利用は少ない。導入から 35 年

以上を経過するアメリカで、依然としてこれ

ほど多くの誤りが存在することを考慮すると、

日本において導入する場合には、控除要件等

について分かりやすい制度設計とし、申告者

及び税理士等税務専門家への十分な周知が必

要となる。また、国税庁ホームページの確定

申告書作成コーナーの有効な活用が制度定着

の重要な要素といえよう。 

アメリカにおいて、簡素化を図るべきとい

う提案はこれまで多くなされ、改正も行われ

てきた。例えば、複数の制度で扶養児童の適

格性の定義が異なることから、2005 年の大統

領諮問委員会報告では EITC、CTC 等の控除

制度の簡素化が提案され、2006 年の改正で

EITC、CTC、CDCTC の各制度の適格児童

の規定を統一するなど一定の改善がなされた

が、複雑性は依然として残っている(20)。一方、

2009 年２月に成立したアメリカ再生・再投資

法では Making Work Pay 税額控除という新

制度が創設され(21)、簡素化とは逆行する改正

が行われている。 

公平性を求めるあまり、適格要件が厳格で

複雑になってきたといえ、今後日本で制度を

設計していく場合にはこれらを教訓とし、公

平性とのバランスを考えつつ、扶養児童の要

件を明確にするとともに、関連する社会保障

制度や所得控除で重複するものは整理統合し、

簡素な仕組みとすべきである。 

(c) 低い利用率と AEITC 

GAO の推計によると、EITC の利用が可能

と想定されるすべての世帯のうち、75％しか

EITC を利用していない(22)。IRS は制度の周

知による利用拡大に努めているが、利用率の

顕著な増加にはつながっていない。 

EITC の利用率を高めるために早期の給付

を図る Advance Earned Income Tax Credit 

（AEITC）という仕組みが導入されていた。

AEITC は、EITC を対象年の翌年にまとめて

受給することに代えて、分割で対象年中に受

け取ることができる制度であり、一定以下の

所得で１人以上の適格児童を有する者が、雇

用主に様式 W-５を提出することにより、毎

月の給与支払いに EITC の額が加算される。

しかし、AEITC の利用件数は EITC 申請者

のうち２％未満と少なく、利用を申請した者

の 79％が要件を満たしていないなど高いエ

ラー率であった(23)。 

GAO は、IRS の長年にわたる努力によっ

ても、AEITC のノンコンプライアンスが多

く、また、利用が増加しないことを問題視し

ている(24)。AEITC のノンコンプライアンス

は、①2002－2004 年分では申請の約 20％が

非適格、特に無効の社会保障番号を使ってい

るものが多い、②申請の 40％が必要とされる

税務申告を行っていない、③申請の 60％は税

務申告を行ったがその３分の２が給付額を誤

っていた、というものである。そこで GAO

は IRS に対して、AEITC の誤申請者、利用

可能者及び雇用主に案内を送付し、特に雇用

主には AEITC を適用する従業員の申請につ
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いて社会保障番号を確実に確認するよう勧告

した。しかし、その後の IRS の利用促進の努

力にもかかわらず効果は現れず、AEITC は

2010 年の税制改正により廃止された。 

 

(4) EITCノンコンプライアンスへの対応 

(a) 執行改善イニシアティブ 

IRS はこうした EITC の問題点に対して、

EITC プログラム室を設置して対応に取り組

んでいる。EITC のノンコンプライアンスを

分析し、それを防止するためのイニシアティ

ブを実施し、EITC を啓発する日（EITC 

Awareness Day）を設けて広報に努めるなど、

EITC 利用者数の増加に努めてきた。それら

のイニシアティブ自体は納税者擁護官や

GAO から一定の評価がなされているものの

(25)、依然としてノンコンプライアンスの問題

は深刻である。 

1997 年に議会は IRS に対し５年間で 7.16

億ドルの予算を計上し、EITC の納税者サー

ビス、広報活動、執行強化、過大請求や誤申

請に関する状況調査を要請した。IRS は

EITC に関する執行の改善を図り、その状況

に関する報告書を作成した(26)。1998年には、

IRS は所得状況や扶養家族の状況から EITC

の受給資格があると認められる 19.4万人、低

所得の単身者 68 万人に EITC の適用が受け

られる可能性がある旨の通知を行い、前者の

約３分の１、後者の 45％が EITC の申請を行

った(27)。1999 年には、100 件以上の EITC

の申請書作成業者に対する大規模なアウトリ

ーチ・プログラムを実施し、職員が個別にそ

れらの者を訪問して EITC の適正申告を指導

した(28)。 

また、IRS は、EITC のコンプライアンス

向上を目的として 2003 年に実施したイニシ

アティブに対する評価を行った(29)。この評価

は 3 年にわたって 3 つの調査を行うものであ

り、第１に適格児童同居証明調査、第 2 に

EITC申請状況調査、第 3 に自動過少申告調

査（Automated Underreporter Study：AUR

調査）である。 

第 1 の適格児童同居証明調査は、同居証明

に関し、①EITC 申請額（誤申請額を含む）、

②児童の人数、③納税者の参加率、④納税者

の負担、⑤受給要件を満たしていない者への

誤支給を同居の証明書により防止できた額、

の 5 つの事項を調査した。その結論として、

①証明を要件に加えることは、誤申請を防止

する効果がある一方で、その防止効果は翌年

以降低下する、②継続して EITC を申請する

納税者にとっては、証明書添付は非適格申請

者への誤支給を防ぐことができる、③ 3 年目

の調査結果をみると、テストグループの非適

格割合が低下しており、この手続により誤支

給が防止されたと推定している。 

第 2 の EITC申請状況調査は、申請資格を

欠く、あるいは申請額が過大と考えられる者

に焦点をあてた調査である。婚姻状況の確認

を行い、本来結婚していると申請すべきとこ

ろ独身の世帯主としていないかを調査した。

世帯主として申告した者に世帯主の要件を満

たしているかを実証するよう求めたところ、

多くが単身者としての申請に変更した。 

第 3 の AUR調査は、所得税申告書（様式

1040）と雇用者から提出される給与及び源泉

徴収税額の情報（様式W-2）とを自動照合し、

EITC 申請書記載の所得金額の誤りを検出す

るものである。AUR 調査は、所得の申告誤

りによる EITC の過大請求者、所得が EITC

の要件を超過しているために非適格となって

いる者を対象としたものである。調査の 2 年

目においては、5億ドル超の追徴課税とEITC

還付の減少をもたらした。IRS は、2004 年に

従来の EITCコンプライアンスプログラムに

AUR調査を追加した。 

IRS はこうした努力を続けているものの、

問題は依然として多く残っている。GAOは、

2010 年における EITC の不適切支給は 169

億ドルと推計し、その主要因は、要件を超え
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る所得、制度の複雑性、不正申請であるとし

ている(30)。 

最近においても、納税者擁護官が上院議会

ヒアリングにおいて、以下のような提言をし

ており、これらのうち、①及び②は改善が開

始され、他の項目は今後の検討項目とされて

いる(31)。 

① 申告書作成業者への規制：有料の申告書

作成業者数は 90万人から 120万人程度と

推定され、EITC 申請の約３分の２が有料

の作成業者により作成されているところ、

これらの作成業者に専門性のテスト、継続

的な研修、相当の注意を払う義務等、作成

業者への規制を提言し、2010 年に IRS は

それらの作成業者に対するイニシアティブ

（作成業者の登録、研修の実施、職業倫理

規範、作成業者に対する調査等）を発表し

対応を始めた(32)。 

② EITC 給付を担保としたローン（Refund 

Anticipation Loans:RAL）の規制：RAL

は低所得者向けに EITC 給付の一部により

返済される仕組みのローンであるが、不当

に高利のものもあり、また、統計上ノンコ

ンプライアンスと結びついているものが多

いため、RALへの規制を提言している。 

③EITC の過大申請に対するペナルティの引

上げ 

④第三者情報の活用（雇用者から提出される

様式等とのマッチング）による審査の促進 

⑤IRS の使命への社会保障給付プログラムの

執行の追加 

⑥就労に関する EITC と、扶養親族に関する

EITC との分離（分離による簡素化により

不正の減少が見込まれるため） 

また、納税者と IRS の間の問題解決のため

に IRS 内に独立の機関として設置されてい

る納税者擁護サービス（Taxpayer Advocate 

Service：TAS）は、EITC の改善、特にノン

コンプライアンスの減少を目的として、IRS

と共同して、EITC ノンコンプライアンスの

原因分析を行い、①適格児童に関する第三者

による供述書の活用、②給与・投資局及び小

規模事業者局と共同での確認プロセスの改善

といった試行プログラムを実施している。

TAS はこの試行結果を踏まえて、2004 年に

作成した提言を 2012 年に改訂する予定とし

ている(33)。 

以上のように、EITC の長い歴史を持つア

メリカにおいて、IRS はその利用拡大やノン

コンプライアンスの防止のために執行改善イ

ニシアティブを実施し相当の努力を行ってい

るものの、問題は多く残っており、抜本的な

問題解決には至っていない。制度の適正な執

行には、情報のマッチングや税務専門家への

働きかけ、広報等多様な取り組みが必要とな

ることが分かる。 

(b) EITCノンコンプライアンスに対する調査 

1980 年代の EITC のエラー率について、

IRS によるコンプライアンス測定プログラム

（ Taxpayer Compliance Mesurement 

Program）による調査によると、1982 年、

1985 年、1988 年の各年において、それぞれ

29％、37％、34％の金額が控除の要件を満た

していなかった。1999 年においても、支給さ

れた額全体の 27-32％（84-99 億ドル）が要

件を満たしていなかった。誤請求額の割合は

31-36％であったが、誤支給額の割合は

27-32％であり、この差は、支給前に誤りを

発見したものであり、IRS の執行努力による

ものであるという(34)。 

IRS は EITC に関する調査を拡充した結果、

一般の調査よりも EITC に対する調査割合が

高くなった。2005 年度における個人所得税の

調査割合は 0.9%であるのに対し、EITC申請

に対する調査割合は 2.4％であった(35)。これ

に対して、納税者擁護官の報告書において、

低所得者に対する調査よりも高所得者に対す

る調査により重点をおいて実施すべきと指摘

されている(36)。IRS は EITC の事後調査件数

を年間最大 50 万件にするという上限を設け
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ている（適用件数約 2,300万件の約 2％）(37)。 

IRS による EITC審査は、ほとんどが郵便

による照会となっており(38)、照会しても 30％

から回答がこない状況であるという(39)。多数

の申請があり、その適正性の確認、誤りがあ

った場合の是正には相当の事務量を要するこ

とが分かる。 

日本で給付付き税額控除制度が導入される

場合、適正性の確認に要する事務量、課税最

低限以下の者に対する調査事務量は相当大き

いものとなり、高所得者と低所得者との調査

バランスについての検討が不可欠になろう。 

なお、ノンコンプライアンスへの対応とし

て、1986 年に EITC 申請書に扶養家族の社

会保障番号を記載するようにしたところ、

700万人の扶養家族が減少したという(40)。日

本においても「社会保障・税に関わる番号制

度」が導入される場合には、扶養家族の番号

を申告書に記載すべきであろう。 

 

２ イギリス 

イギリスでは、子供を有する世帯への現金

給付である Family Credit が、1999 年 10月

から税制上の税額控除である勤労世帯税額控

除（Working Family Tax Credit: WFTC）に

改められ、さらに、WFTC は 2003 年４月、

社会保障制度の公的扶助に相当する Income 

Support と失業給付に相当する Income-

based Job Seeker's Allowance を統合した上

で、勤労税額控除（Working Tax Credit：

WTC ）及び児童税額控除（ Child Tax 

Credit：CTC）の 2 つに改められた。2003

年３月までの WFTC は、子供を持つ世帯の

育児支援と親の勤労促進を目的としたもので

あったが、2003 年 4月導入の WTC は、子供

のいない低所得世帯や障害者にも対象を拡大

した。WTC は就労を要件とし就労支援

（Make Work Pay）政策の一環として、勤労

意欲を高め就業を促進する目的で導入され、

受給要件に一定時間以上の就労時間が含まれ

ている(41)。 

WTCでは週16時間以上の就労が義務付け

られ、就労時間が週 30 時間以上になった場

合は給付額が加算される。年間所得が一定額

を超過すると超過額の 39％が削減される。一

方、CTC は就労を要件としておらず、社会保

障給付である児童手当の上乗せとして給付さ

れる。CTC と児童手当における児童の定義は

同一で、ともに 16歳未満（学生の場合は 19

歳未満）となっている。これらの税額控除の

額は、世帯構成、就業時間、年齢、政府登録・

認定の保育サービスの利用の有無等各人の状

況に応じて決定される。 

WTCやCTCは世帯構成や育児費用といっ

た状況変化に対応して控除額が変動する一方、

毎週又は４週間毎の振込による給付は仮払い

的な性質を有し、年度末に総額を調整する。

この複雑性から、過大給付が大きな問題とな

っている（2006 年度の推計額は 14億ポンド）。

この過大給付の分析によると、不正受給の規

模は極めて小さく、問題なのは過誤受給であ

り、これは所得や世帯状況の変化が報告され

ないことがあり、年末に総額を調整する必要

があることから生じる(42)。歳入関税庁は、申

告に対して、児童手当制度や所得税申告書等

他のデータと照合するなどの対策を実施して

いる。2003 年度から 2006 年度にかけてのサ

ンプル調査では、過誤による過大給付は税額

控除給付額の 9.2％から 7.6％に、不正による

ものは 0.6％から 0.2％に減少したという(43)。 

下院議会は、WTC と CTC について、①利

用率の低さ、②複雑さ、③過大・過少給付、

④低所得者の限界的な負担率の高さという４

つの問題点を指摘している。利用率は、人数

ベースで CTC は有資格者の 82％、WTC は

62％であり、金額ベースではそれぞれ 91％、

82％となっている（2005 年度）(44)。所得や

家族情報の変化等を給付額に随時反映させる

仕組みになっているものの受給者の申請を当

局が精査できていないことや、コンピュー
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タ・システムの不完全性が巨額の過大給付の

原因となっていると批判され、また、申請書

類が 30 頁に及び大きな事務負担を課してい

ることも問題視されている(45)。コンピュー

タ・システムの不完全性については、大規模

な制度であり複雑なシステムとなることが原

因であり、以前はインターネットによる申請

を受け付けていたが、組織犯罪の対象になっ

たことがありインターネット申請は閉鎖され

たという(46)。 

WTC の導入当初は、給与の源泉徴収の仕

組みを通じて、雇用者が税額と相殺の上で給

付する仕組みであったが、この仕組みは後に

雇用者の負担を考慮して廃止された (47 )。

WTC は勤労促進を目的とした制度であり就

労時間が支給要件に加わっているが、日本で

の制度設計として就労時間を給付の要件に加

える場合、就労時間の定義、その算定及び確

認方法といった制度の複雑化や実施上の負担

をもたらすため、就労時間を要件に勘案する

ような仕組みは避けるべきと考える。仮に、

就労時間を要件に加える場合には、会社等給

与の支払者による手続としない限り執行は困

難であろうが、税額控除を給与所得者に限定

するといった議論は日本においては行われて

いない。また、所得や世帯状況の変化により

控除額が細かく変動すると過誤が生じやすく

なるとともに、システム設計、維持、改修も

困難になることに留意する必要がある。 

 

３ オランダ 

オランダは、2001 年の改革で、低所得者の

税負担を軽減するために、人的所得控除を含

めすべての所得控除を廃止して税額控除制度

を導入した。この税額控除制度は各人の支払

う税と社会保障料の範囲内で税額控除を行い、

控除後の税額がマイナスになっても給付は行

われない仕組みである。 

執行方式については、2006 年に税と社会保

険料の徴収事務が統合され、税務当局が徴収

する社会保険料の範囲が拡大された。また、

所得税申告とは別の申請によって課税庁が医

療費手当、住宅手当等の給付を行う所得関連

スキームが導入され、2008 年現在、医療費手

当は約 500万人、住宅手当は約 110万人、基

礎的児童手当は約 45 万人、付加的児童手当

は約 107万人が給付を受けている。課税庁に

は、所得データにアクセスする権限やデータ

処理を執行する権限が付与されている。この

所得関連スキームの適用にあたり、公的機関、

特別法により法人格を与えられた法人、主と

して国の政策を執行する機関及びすべての者

は必要なデータを無償で課税庁に提供しなけ

ればならないとされている。オランダでは、

資産に関し資本所得として申告義務があり、

居住者は国外にある資産についても情報申告

する義務があり、国外資産について正しい申

告を促すために、資産隠蔽による不正申告に

対しては税額の 300％相当額の行政罰が課さ

れるなどの措置が講じられている(48)。税額控

除の対象となる児童は、児童が住民登録シス

テムにおける両親の住所で登録されている場

合のみとなっている(49)。 

オランダの例をみると、日本で同様の仕組

みを構築する場合には、個々人の所得データ

や社会保障負担の額を迅速に課税当局が関連

する機関から入手できる仕組みが必要となる

とともに、オランダにおいて控除対象児童の

要件の明確性や不正申告に対する行政罰が不

正受給の防止に役立っていることは参考とす

べきである。 

また、オランダでは、すべての官公庁にお

いて個人を識別する番号である市民サービス

番号がデータ連絡に活用されており(50)、日本

でも「社会保障・税に関わる番号制度」の活

用により、税額控除申請に対して所得や世帯

の情報が確認できるよう効果的な情報連携の

検討が重要になる。 
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４ 韓国 

韓国は、2008 年にアメリカの EITC に類

似した勤労奨励税制を導入した(51)。一定以下

の所得かつ一定以下の資産を有する、子供が

2人以上の勤労世帯を対象として、最高で 80

万ウォンの給付が行われるものである。勤労

奨励金の申請要件は、①18歳未満の子供を 1

人以上扶養、②夫婦の合計所得額が 1,700万

ウォン未満、③無住宅者又は 5,000万ウォン

以下の小規模住宅のみ１軒所有、④小規模住

宅を含む財産の合計額が１億ウォン未満、の

4 つの要件をすべて満たす勤労者の世帯であ

る(52)。 

韓国における所得税の課税単位は個人単位

であるが、勤労奨励税制は世帯単位で運営さ

れる。韓国政府は、出生時に付与される住民

登録番号により、国民の所得だけでなく、財

産に関する情報の入手、情報収集の権限を有

している。この住民登録番号は 13 桁の統一

的な番号で、金融取引等の際にこの番号を明

記しなければならず、この番号を基に資産、

所得等の情報を政府が把握できる仕組みとな

っている。 

本制度の導入に当たっては、次のような措

置が講じられている(53)。第 1 に、所得把握体

制の整備である。①日雇労働者に対する支給

明細書の提出の義務化、②長期貯蓄性保険の

保険差益の支給明細書の提出の義務化、③非

課税・分離課税される利子・配当所得の支給

明細書の提出の義務化、④公共機関が保有し

ている所得資料を国税庁が活用可能にする根

拠の確立、⑤消費者相手の業種に対する現金

領収証加盟店の加入の義務化、⑥無申告、過

少申告に対する加算税の強化、⑦既存の個人

単位所得・財産資料の世帯単位への再構築な

どである。第 2 に、税務行政の執行体制の整

備である。本税制の施行に伴い、これまで管

理対象外だった低所得者層が管理対象者とな

るため、国税庁の職員を約 10%（1,798人）

増員し、本税制の企画・施行（846 人）及び

所得の把握（952 人）に努めることとし、国

税庁に勤労奨励税制関連業務を担当する勤労

所得支援局を設置した。 

勤労奨励税制の適用対象は就労者に限られ、

事業者は対象外である。これは、勤労奨励税

制を適正に運営するためには、正確な所得の

把握が最も重要な課題であるためであり、所

得の捕捉率がある程度高くなっている勤労者

を対象に施行し、事業者については所得の把

握水準を高める措置を講じた後に施行する計

画である。 

韓国の勤労奨励税制では、適用対象が勤労

者に限られており、正確な所得把握の点から

比較的問題が少ないが、日本においては給付

付き税額控除制度の適用対象者を給与所得者

に限定するという提案はみられない。所得を

低く申告するノンコンプライアンスに対して、

税務当局はこれまで以上に正確な所得把握に

努める必要があるが、低所得者まで管理対象

になるため、体制の整備が必要である。韓国

では世帯ごとに構成される住民登録番号が整

備されており、アメリカのように扶養児童の

重複等の申告誤りの懸念は少ない。また、自

営業者は本税制の対象外、自営業者の家族に

対する給与は所得計算上ないものとして取り

扱う、保有財産・預貯金等に対する確認可能

なシステムが整備されているなど所得把握の

観点から執行しやすい体制を整備している。 

韓国の勤労奨励税制では、申請資格に資産

要件を採用していることが大きな特徴である。

韓国では、国税庁が保有財産を確認できる権

限を有し、住民登録番号を活用した所得や資

産に関する資料のマッチングを行っているた

め、資産要件を課すことが可能であった。執

行上の基盤なしで資産要件を採用しても適正

な執行は困難であり、資産要件を課す場合に

は税務当局による資産に関する情報収集権限

のあり方を含め、その必要性、範囲及び方法

を韓国の取り組みも参考にしつつ検討してい

く必要がある。 
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５ カナダ 

カナダにおいては、児童を対象とした複数

の支援制度とともに、付加価値税の逆進性是

正を目的とした Goods and Services Tax

（GST）控除が導入されている。 

児童手当（Canada Child Tax Benefit: 

CCTB）は 18歳未満の児童を適用対象とし、

基礎手当（Basic Benefit）と低所得者向けの

児童手当補助（ National Child Benefit 

Supplement：NCBS）からなる。CCTB の

金額は、子１人当たり最高で、第一子、第二

子の場合年額 1,339.92ドル（カナダドル。以

下同じ）であるが、世帯所得が 38,832 ドル

を超えると金額が逓減する。低所得者には

NCBS の加算があり、加算分を合わせると夫

婦子２人の場合で最高、年額 6,593ドルが支

給される(54)。CCTB の支給はカナダ歳入庁の

所掌事務で、毎月支給される。これらのほか、

6 歳未満の子供に月 100 ドル給付される

Universal Child Care Benefit、障害児童へ

の給付である Child Disability Benefit(55)、

2007 年に導入された Working Income Tax 

Benefit）がある。 

また、付加価値税である GST が単一税率

であることから生じる逆進性の問題に対処す

るため、税額控除制度を利用した GST 控除

が 1991 年に導入された(56)。控除の判断は世

帯ごとの収入で行われ、配偶者の有無、子供

の人数、税務申告による所得額を基礎として

給付額が決定される。世帯の所得が 30,000

ドル以下は控除額が一定となっており、

30,000ドルを超えると控除額が逓減する。そ

の執行には社会保険番号が活用され行政コス

トの削減に役立っている。給付の申請は税務

申告書の中の「控除を申請する」旨の欄にチ

ェックを記入するだけの簡便な方法となって

いる。 

カナダの GST 控除に関して執行上の問題

が少ない理由として、低所得水準では概ね世

帯構成のみに依拠した定額払いであることが

あげられ(57)、執行の確実性の面からは一定の

所得水準までは控除額を定額とすることが有

効である。また、社会保険番号の活用や簡便

な手続は日本で類似の制度を導入する際の参

考となるであろう。 

 

Ⅲ 日本における給付付き税額控除制度の執

行上の課題と対応の方向性 

日本で給付付き税額控除が導入される場合、

所得税の課税最低限を下回る者への税額控除

の正確な給付は、執行上、それらの者の情報

が確実かつ迅速に確認できるといった執行上

の基盤が整っていない状況の下では容易では

ない。 

給付付き税額控除制度を何のために導入す

るのか、つまり、低所得者支援か、子育て支

援か、就労支援か、消費税の逆進性対策かと

いった導入目的により、対象者の範囲や制度

設計が大きく異なってくる。例えば、導入目

的が、低所得者支援であれば資産性所得を合

算して受給要件を設ける仕組みが考えられ、

子育て支援であれば子供一人当たり一定額の

給付とする仕組みが考えられる。就労支援で

あれば、所得に応じて給付額が変動する仕組

みが考えられ、消費税の逆進性対策であれば、

所得の大小に関わらず各人に一定額を給付す

る仕組みが考えられる。給付付き税額控除制

度の具体的な仕組みは、その導入目的を含め

て、今後多様な観点から検討がなされるであ

ろうが、以下では執行上の課題と対応の方向

性について、①不正受給の防止、②世帯単位

の所得の算定、③資産性所得の合算及び資産

要件、④執行方式と関係機関における情報共

有のあり方、の項目に分けて検討する。 

 

１ 不正受給の防止 

現在、国税の還付金については、6 週間以

内の還付処理割合が国税庁の実績の評価にお

ける業績指標とされているように、税務当局

は迅速な審査及び還付に努めている。給付付



税大ジャーナル 18 2012. 3 

109 

き税額控除の執行においても、少額の給付が

多いことや誤給付の取戻しが煩雑となること

を勘案すると給付前に重大な誤りをチェック

できる機能が必要である。同時に給付後に所

得の状況、扶養親族や世帯状況を確認し、誤

りがある場合には確実に是正できる仕組みを、

システムによるチェック機能を含め構築して

いく必要もある。税額控除の要件を如何に設

定するかは重要であり、客観的で容易に確認

できる要件が望ましい。 

 

(1) 扶養親族の適格性 

扶養親族の適格性については、現行の配偶

者控除、扶養控除における誤りや不正が大き

な問題となっていないことからすると、給付

付き税額控除制度の下においても大きな混乱

はないと思われる。ただし、適格要件の設計

によっては、海外在住の児童や養子の存在を

利用した不正申告が懸念される。2010 年度に

開始された子ども手当では、タイに 554人の

養子がいる韓国人男性からの申請があったと

いう(58)。適正な執行の観点からは、海外居住

の扶養者の確認の困難性も考慮し、扶養の事

実を確実に確認できる仕組みが必須である。

扶養児童の二重控除に対しても確認可能性が

確保されている必要がある。 

子ども手当では、年 2 回以上子どもと面会、

4ヶ月に 1 度の生活費送金、来日前の同居等

が要件とされているが(59)、面会回数の確認

（渡航履歴だけで確認可能か）、生活費の送金

の確認（送金記録だけで確認可能か）につい

て、執行上の不確実性も否定できない。韓国

では、原則として同居家族が控除の対象であ

り、直系卑属は同居要件はなく、養子には同

居要件がある（就学や療養等の場合の例外あ

り）。居住者の扶養児童が他の居住者の扶養児

童に該当する場合には、いずれかの居住者の

扶養児童とすることとされ(60)、扶養児童の重

複の誤りは少ない。オランダでは税額控除の

対象となる児童は、住民登録システムで両親

の住所に登録されている場合に限定され明確

化されている。日本でも確実に確認できる明

確な要件とすべきである。 

扶養親族を重複して控除するエラーについ

ては、扶養親族が同時に他の受給資格者の控

除対象者となっていない旨を申告する仕組み

とし、世帯情報を有する市町村との連携によ

るチェックを行っていくべきである。 

 

(2) 所得の過少申告 

給付付き税額控除制度が、一定以下の所得

水準において所得の増加に伴い税額控除額が

逓増する仕組みであると所得の過大申告の可

能性も想定されるが、アメリカでは過大申告

のケースは僅少であるとの分析もあり(61)、や

はり所得の過少申告による税額控除の不正受

給への対応が大きな課題となる。所得の過少

申告は給付付き税額控除制度特有の問題では

ない。ただし、これまで税務当局は課税最低

限を上回る納税者を調査の対象としてきたが、

給付付き税額控除制度が導入されると、課税

最低限を下回る低所得者層も確認対象となり、

確認対象者の範囲が大幅に拡大する。 

税務当局がカバーする対象者と、社会保障

がカバーする対象者は異なっているため、税

務当局が課税最低限以下の者の情報を含めて

情報を集約し管理する仕組み、あるいは地方

自治体や社会保障関係機関との情報連携の仕

組みが不可欠となる。 

給付付き税額控除制度を適正に執行するた

めには、韓国で職員の増加、組織体制の整備、

資料情報の拡充を行ったように、十分な準備

が不可欠である。「社会保障・税に関わる番号

制度」が導入されれば、扶養親族の番号を申

告書に記載するなど、その活用を促進すべき

であろう。ただし、番号により所得把握が完

全になるものではないことに留意が必要であ

る。 
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２ 世帯単位の所得の算定 

給付付き税額控除制度を個人単位とするか、

世帯単位とするかで、その執行上の課題は異

なってくる。個人単位の場合、例えば、夫が

高所得者で妻が無収入の場合に、妻に給付を

行うことには消極と考えざるを得ないが、一

方で、世帯全体での所得を合算することの執

行可能性を吟味する必要がある。 

世帯単位での合算所得を把握して税額控除

額を計算するには、個人別の所得申告に加え

て世帯単位の所得申告を追加する、あるいは

所得税の申告そのものを世帯単位での申告と

するなど、世帯所得の申告が必要となる。し

かし、世帯単位の申告については、理論上、

①累進税率による課税、②婚姻の有無に対す

る課税の中立、③世帯所得が同一の世帯には

同一の負担、という 3 つの要件を同時に満た

すことはできない。そこで、所得税に関して

個人単位課税は現行どおりとし、別途、税額

控除の計算のみ世帯単位での所得の集計計算

を追加的に行うことが考えられる。韓国では、

所得税の課税単位は個人単位であるが、勤労

奨励税制は世帯単位となっている。 

世帯単位での所得の確認を行うためには、

個々の納税者の申告所得と世帯情報とを結び

つける必要があるが、どのように結びつける

かが課題となる。税務当局は世帯情報を有し

ていないため、世帯情報を地方自治体から速

やかに入手し、番号制度を活用して所得情報

を世帯別に集計・整理することとなろうが、

迅速・確実な集計、さらには申告所得とのマ

ッチングによる確認は容易ではない。世帯の

構成員の所得が課税最低限以下の場合や多額

の分離課税の所得を有する場合に、世帯合計

所得の確認の難しさが増加する(62)。 

世帯の定義も問題になる。例えば、いずれ

も勤労している父、母、子の世帯全体では世

帯合計所得が大きくなり給付を受けられない

が、子を別世帯に分割すれば子は給付を受け

られるといったケースが考えられる。アメリ

カにおいて、世帯を分割して別世帯とする不

正が問題となっており(63)、様々な世帯分割の

余地が考えられる(64)。しかし、世帯の判定に

ついて税務当局が実質を見て判断することは

困難であり、世帯区分の地方自治体への届出

内容を尊重しつつ、世帯の明確な定義付けが

必要である。 

さらに、世帯単位での合計所得の算定の時

期が問題となる。例えばWTC 導入当初のイ

ギリスのように給付付き税額控除の給付事務

を雇用者（給与の支払者）が年末調整により

行うこととした場合、世帯主である被雇用者

の年末調整時に世帯単位での合算所得の集計

が可能か懸念される。つまり、年末調整時に、

被雇用者（夫と仮定）は扶養親族（妻と仮定）

の所得情報を正確に雇用者に伝える必要があ

る。例えば、夫は妻の年収見込み額を 11 月

に雇用者に提出するが、妻の年収は概算の見

込額である。妻の所得に連動して夫の税額控

除額が決定される場合、年末調整の申告の際

に、扶養に該当するか否かだけではなく、確

定値に近似した額の申告が必要となる。妻の

所得に応じて夫の税額控除額が細かく連動す

ると、扶養親族の年収の見込額と実績とが異

なる場合に、確定申告により税額控除を修正

していくこととなろうが、給与所得者の確定

申告をする負担、税務当局の確定申告数増加

への対応、確定申告をしなかった者への対応

等、負担の増加が想定されるため、扶養親族

の所得の変動に税額控除があまり細かく連動

しない方が執行の観点からは望ましい。 

以上のように、世帯単位での仕組みとする

と、世帯をどのように定義し、世帯情報をど

のように集約・管理するかといった課題が生

じる。この点については、国と世帯情報を有

する地方自治体との情報共有のあり方にもつ

ながるものであり、第 4項で検討する。 

 

３ 資産性所得の合算及び資産要件 

給付付き税額控除制度について、分離課税
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となっている金融資産から生じる所得を含め

た所得に基づいて税額控除額を決定する場合

や一定額以上の資産保有者に対して給付を制

限する場合には、分離課税となっている所得

の合算や保有資産の把握等執行上の困難性は

高まる。金融資産を含めた資産の把握、さら

には海外資産の把握は容易ではない。オラン

ダでは海外資産の申告の義務付け、韓国では

保有資産及び所得の情報提出義務の拡充がな

されているように、執行の基盤づくりが欠か

せない。一義的には自主申告によるコンプラ

イアンスに委ね、不正受給は事後的にチェッ

クする方法が考えられるが、分離課税や海外

資産を含めた資産の把握、保有資産情報の申

告書とのマッチングといった基盤整備が必要

となる。 

 

(1) 資産性所得の合算 

現行の上場株式等の取引で利用される特定

口座制度は、特定口座を通じて売買された株

式等の譲渡益は源泉徴収のみで納税が完了し、

事実上の源泉分離課税となっている。したが

って、申告所得あるいは給与所得の水準は低

いが、多額の株式譲渡益や利子・配当等の資

産性所得を得てそれらが分離課税になってい

る者に対して、給付付き税額控除による給付

が行われる場合が問題となる。 

仮に資産性所得を合算する場合、分離課税

されている金融資産から生じる所得を申告情

報と合算するには、特定口座の金融所得や利

子所得等の法定調書が提出され、かつ、番号

制度を活用してそれらの名寄せが迅速、正確

に行われることを前提に、特定口座の株式等

譲渡益や配当、源泉分離課税の利子所得を申

告書に記載し、申告分離課税として、資産性

所得を合算した所得を記載する必要があろう。

なお、申告分離課税による申告とする場合に

は、税額を再計算するのではなく、金融機関

から申告者へ送付された金融所得の金額を転

記するのみといった負担が小さい方法が考え

られる。ただしこの際、金融機関から申告者

への金融所得情報の送付に伴うコストについ

て十分勘案する必要があろう。 

申告書に資産性所得を合算した所得を記載

するとしても、法定調書の提出期限が 1月末

であり、還付申告は 2 月 16 日の確定申告期

間開始前から行われていることからすると、

申告内容の確認は事後的なものにならざるを

得ない。金融機関による資産性所得に関する

法定調書の提出は統一された形式での電子デ

ータで行うなどの確認の迅速化の工夫が必要

となろう。 

イギリスでは、所得の変動に応じて迅速に

給付額を再計算する仕組みが、システムエラ

ー等多くの問題を生じた(65)。資産性所得を合

算して給付額を計算する場合、複雑な仕組み

は避けなければならない。 

 

(2) 資産要件 

各年の所得のみで税額控除額を決定すると

なると、各年の所得は僅少だが多額の資産を

有する者に対して給付（税額控除）が行われ

てしまう。一方で、一定額以上の資産保有者

には給付を行わないとする資産要件を設ける

場合、税務当局による保有資産の確認の確実

性、資産評価の困難性、資産の範囲といった

問題があり、仮に資産要件を設けるとしても、

資産の範囲は執行可能性を考慮しつつ限定す

べきであろう。 

保有資産を申告する仕組みとする場合には、

特定口座の金融資産残高及び銀行からの元本

額と金融所得情報の通知に基づく申告とする

など、コンプライアンス・コストが最小化さ

れる仕組みが望ましく、他の資産は執行方式

の基盤構築の状況に応じて段階的に要件の対

象としていくのが現実的であろう。 

資産要件を設ける場合に資産の評価が問題

となる。評価については、相続税計算の際の

評価方法を用いることも考えられるが、給付

付き税額控除の申告では毎年評価することと
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なることを考慮すると、より簡便な方法とし

て土地、建物等は固定資産税評価額を用い、

評価の適正性の確認は税務当局が市町村と連

携するという方法が考えられる。 

資産の範囲を限定し、評価方法を簡便なも

のとしても、資産要件の適正な執行にはなお

困難を伴うことが予想される。例えば、相続

の分割協議が未確定、あるいは確定していて

も変更登記が未済であるなど、固定資産の名

義を変更しないケースも見受けられ、故人で

ある親名義のままで子供が土地を所有してい

る場合、相続人である子供に給付が行われる

可能性もあるが、実質的な所有者をその都度

判断していくのは困難である。また、住宅ロ

ーンにより土地・住宅を購入した者のように、

土地・住宅を有するが同時に借入金を有する

者も多いが、資産要件の適用に負債の状況を

加味すると、要件の設定はより複雑になる。 

また、国内資産のみを資産要件の対象とす

ると、投資の内外中立性に反する。資産要件

を設ける場合には、海外資産を含む資産情報

の申告を義務付け(66)、番号制度により名寄せ

して、申告情報とマッチングし、申告漏れが

判明した場合には事後的に是正していく仕組

みも検討する必要があろう。ただしこの際に

も、海外資産の評価の困難性の問題は残るこ

とになる。 

番号制度により分離課税の金融資産の名寄

せが効率的に行われるとしても、資産の状況

をすべて把握するのは困難であるため、仮に、

資産保有の状況を適用要件に加える場合には、

その対象範囲は明確にし、仮に申告漏れが判

明した場合に確実に是正できるような仕組み

を検討していくべきであろう。 

 

４ 執行方式と関係機関における情報共有の

あり方 

国税当局はこれまで納税義務のない者に対

する給付事務を行っておらず、課税最低限以

下の者の所得の申告情報や年末調整で課税が

完結する個々の給与所得者の情報を保有して

いない(67)。現在、生活保護や子ども手当など

地方自治体が給付主体となっているものが多

数あり、税制の中に給付事務を組み入れると

なると、地方自治体と各種データをいかに連

携して共有するかが課題となる。 

例えば、オランダ方式のように税と社会保

険料負担の範囲内で給付するという仕組みで

あれば、個人別（あるいは世帯別）の社会保

険料負担の情報を社会保障官庁から税務当局

が入手する仕組みが必要となる。「社会保障・

税に関わる番号制度」が導入され、その番号

による正確な名寄せが可能になればオランダ

方式のような仕組みも執行可能だが、それに

はまず、社会保障分野での正確な個人別情報

の整理が前提となろう。社会保障分野におい

ては、50 の制度において 90 の番号が使用さ

れており、付番されている延べ人数は約 3億

770万人であるという(68)。重複付番あるいは

付番のないケースが存在することが問題とな

っており、必要となる情報を番号により各人

ごとに名寄せできるようにすることが課題と

なる。 

給付付き税額控除制度の執行方式の如何に

より情報の共有方法は異なってくる。検討の

視点としては、情報集約の程度、確認の確実

性と迅速性、申請者のコンプライアンス・コ

スト、会社など給与の支払者による年末調整

の事務コスト、税務当局や地方自治体の執行

コスト、開発・運用・改修を含めたシステム

対応の可能性といった点が挙げられる。執行

方式に関して、 

①申請資格のある者全員が申請するか、給与

所得者は年末調整により申請不要とするか。 

②申請の適正性の確認及び税額を控除額が上

回ったときの給付事務は国税当局が行うか、

地方自治体（市町村）が行うか。 

との論点が考えられ、これらについて検討す

る。 

①については、納税者及び行政双方のコス
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トの観点から、給与所得者に関しては年末調

整の仕組みを活用していくべきであろう。現

在、所得税の申告者数は 2,315 万人（2010

年分）であるが(69)、給付付き税額控除制度が

導入される場合に、これまで申告の必要がな

かった課税最低限以下の者の申告が大幅に増

加する。また、給与所得者について年末調整

の中で税額控除が行われず、給付付き税額控

除のために申告する仕組みとすると、納税者

（申請者）の申告の負担、行政の申告書の処

理、内容確認等の負担は大きなものとなる。 

導入当初の英国の WTC のように、給付事

務を年末調整時に会社等給与の支払者が行う

仕組みとすれば、給与の支払者の事務負担は

増加するものの、給与所得者の大部分の者が

税務当局への申請なしに適用を受けられるこ

とになり、給与所得者及び行政のコストは抑

制されるとともに、給与所得者の申請の過誤

防止が期待できる。ただし第 2項で述べたよ

うに、現在年末調整のために給与所得者は 11

月時点で扶養親族の年間見込み所得を申告し

ているが、見込みと実績値に差が生じる場合

の調整方法に留意が必要である。被扶養者の

所得の見込みと実績の額とが異なった場合に

税額控除額を確定申告で調整する仕組みとな

ると、確定申告件数が急増することが懸念さ

れる。イギリスでは、世帯の状況や所得の変

化により控除額が細かく変更されることによ

り、ミスが多発した。所得の変動や扶養親族

の所得額に応じて税額控除額が細かく変動す

るような仕組みを避けるほうが、納税者及び

行政の双方のコストを抑えることができると

ともに誤りも少なくなる。現行の年末調整の

スケジュールで対応可能な仕組みとすべきで

ある。 

②の申請の適正性の確認については、国税

当局が給付を行う場合、国税当局は課税最低

限以下の者の所得情報を保有していないため、

市町村から情報提供を受ける必要があるが、

システムを活用してどのように情報連携して

いくかが課題となる。また、世帯単位の所得

を前提とした仕組みとする場合には、世帯情

報をどのように各人の所得情報と結びつける

かが課題となる。 

国税当局が課税最低限以下の者の所得情報

や世帯情報等すべてを集約管理して給付して

いくとなると、一元的な情報集約の懸念、集

約した情報による申請の適格性の確認を迅速

に行って給付していくことが可能かといった

課題が生じる。 

2011 年 6月 30 日に決定された「社会保障・

税番号大綱」では、情報の国家管理（一元管

理）への懸念や集積・集約された個人情報の

漏えい等の危険性への懸念が示されており、

情報連携の仕組みは、複数の機関において管

理している同一人の情報を「番号」により紐

付け（リンケージ）し、紐付けられた情報を

活用する仕組みとされ、情報をすべて一元的

に集約するのではなく、番号を通じた情報連

携とされている。情報を一元化した巨大なデ

ータベースを国が保有するよりも、番号を通

じたデータの連携を国税当局、地方公共団体、

社会保障担当部局等が適切に行っていくこと

が効率的である。 

イギリスでのシステム障害の経験からする

と、情報連携をリアルタイムで行うことは困

難を伴うため、課税最低限以下の者の所得情

報や世帯に関する情報を国に集中化するより

も、確認のための情報を有しているところで

確認していく仕組みが適当である。 

低所得者の場合には、一件当たりの給付額

が少額であり、給付後の調査による是正は、

費用対効果の観点からは効率性が低い。誤支

給や過大支給の後に是正するのではなく、適

正性の確認は給付前に情報を保有する機関が

行うことが望ましく、世帯情報や課税最低限

以下の者の所得情報を有する機関によるチェ

ックが迅速性、正確性及び効率性の面から望

ましい。 

日本では2011年から e-Taxと eLTAXの連
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携が開始されており(70)、eLTAX による国か

ら地方へのデータ連絡が開始されている。こ

れを活用し、給付となる者の適正性の確認は

市町村が行っていく仕組みも考えられよう。

課税最低限以下の者を含めた所得情報や世帯

情報を一元化することへの懸念や、個人情報

の世帯情報との紐付けなどの準備作業を勘案

すると、所得情報を eLTAX を活用して地方

自治体に連絡して、世帯確認を行った上で給

付するというものである。なお、地方自治体

との連携を図っていく際には、税額控除額が

国税から控除しきれない場合に、その部分は

地方税から控除することも論点となろう(71)。 

以上のように、過誤申請や不正受給を防止

する観点から、年末調整の仕組みの活用や市

町村による世帯情報や所得が課税最低限を下

回る者の所得情報等の確認を含めて、納税者

別に分けて対応していくことが考えらえる。

すなわち、①給与所得者については給与の支

払者が年末調整の手続の中で給付や税額控除

事務を行う、②事業者等で所得が課税最低限

を超える者については国税当局が確定申告書

の処理において税額控除を行う、③所得が課

税最低限を下回り給付となる者については、

市町村が事前に世帯情報や扶養者の重複等の

確認を行った上で給付するという仕組みから

始めることが現実的と思われる(72)。 

給付付き税額控除の制度設計が複雑になり

すぎるとシステムも複雑となり、システム障

害のリスク、システム構築やその後の運用及

び改修に要する費用、期間が膨大なものとな

ることに十分留意し、簡素で明確な制度及び

シンプルなシステムとすべきである。イギリ

スにおけるコンピュータ・システムの不完全

性は、大規模な制度であり複雑なシステムと

なることが原因とされている。地方自治体と

の役割分担を明確にし、国と地方自治体との

間で必要最小限の情報のやりとりを行う効率

的なシステムを築いていくことが肝要である。 

なお、①及び②の論点に加え、資産性所得

の合算や資産要件を設ける場合には、情報連

携のあり方等執行方式のバリエーションはよ

り拡大することにも留意する必要がある。ま

た、イギリスの WTC は就労時間が一定時間

以下になると給付が打ち切られる就労時間要

件を設けているが、就労にインセンティブを

与えるために就労時間を給付の要件とする場

合には、就労情報の確認方法も検討課題とな

る。 

 

５ 制度の簡素性 

アメリカにおいて制度の複雑性が多くの問

題を生じさせているように、制度の普及、過

誤防止、コンプライアンス・コスト及び執行

コストの最小化の観点から、簡素な制度は必

須である(73)。カナダの GST 控除が比較的問

題が少なく執行されているのは、一定の所得

水準までは定額払いという簡素性にある。執

行上の基盤が整うまでは、資産性所得の合算

や資産要件は留保するなど、公平性が若干損

なわれる面が生じるとしてもやむを得ないの

ではないか。こうした仕組みを組み入れるの

は、執行基盤の整備状況を勘案しつつ、次の

ステップとすることも一案であろう。 

2011 年 6月 30 日の政府・与党社会保障改

革検討本部決定の「社会保障・税一体改革案」

では、「給付付き税額控除については、所得把

握のための番号制度を前提に、関連する社会

保障制度の見直しと併せて検討を進める。」と

されており、社会保障制度の各制度の効果を

明確にし、税制上の所得控除を含め、役割を

分担しつつ簡素な制度を目指すべきであろう。

現在、社会保障の各種手当や税法上の各種控

除が存在しているが、給付付き税額控除制度

が導入される場合には、子ども手当、児童扶

養手当、生活保護等の社会保障給付、税法上

の配偶者控除、扶養控除等の各種所得控除の

あり方を整理していくことが望ましい。 

制度の普及や過誤防止のためには、執行当

局は、国税庁ホームページの確定申告書作成
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コーナーを活用して容易に申告ができる環境

を整備するとともに、広報による十分な周知

を行っていくべきであるが、その前提として

簡素な仕組みは不可欠である。 

 

６ 小括 

上記のとおり、今後給付付き税額控除制度

の仕組みを検討していく際には、執行上の課

題を勘案し、以下の点に十分留意していく必

要がある。第一に、コンプライアンス・コス

ト及び執行コストの低い簡素かつ明確な制度

とすべきことである。第二に、国税当局と市

町村等社会保障関係事務を実施している機関

との連携である。国税当局は課税最低限以下

の者の情報を有しておらず、低所得者に関す

るすべてのデータを市町村等から移管するこ

とは即時性、正確性及びコストを勘案すると

現実的でない。情報を有する部署で申請の適

正性をチェックして給付いくような執行体制

を検討すべきであろう。第三に、システム構

築に関して、巨大なデータベースを構築する

よりも情報連携とすべきである。情報連携の

際には番号制度の活用を図ってしていくべき

である。第四に、年末調整の仕組み、eLTAX

による国と地方税当局とのデータ連携、市町

村の社会保障関係事務における所得や世帯状

況の確認ノウハウ等、現行の執行方法で活用

できるものを最大限活用することから始める

べきである。 

 

Ⅳ おわりに 

本稿は、日本に給付付き税額控除制度が導

入される場合における執行上の諸課題につい

て、アメリカ、イギリス、オランダ、韓国及

びカナダの経験を参照しつつ検討した。給付

付き税額控除制度は、その導入目的により対

象者の範囲や制度設計は異なってくるが、制

度が適正に執行されるには、不正受給の防止、

世帯単位の所得の算定、資産性所得の合算及

び資産要件、執行方式と情報共有のあり方等

多くの課題があり、今後執行の観点を含めた

検討が深まっていくことが期待される。 

執行しやすい制度の下で年末調整、eLTAX

等現在ある仕組みで活用できるものは活用し、

不足する部分は番号制度の活用等により補っ

ていくことから開始し、執行上の基盤整備に

伴って制度を改善していくのが現実的であろ

う。いずれにせよ今後給付付き税額控除の仕

組みを構築していく際には、コンプライアン

ス・コスト、執行可能性や執行コストを考慮

しつつ、執行上の諸課題を一つずつ解決して

いく必要がある。 
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